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北九州市高齢者支援と介護の質の向上推進会議 

介護保険に関する会議 

議 題 

（２）第７期施設整備計画について

資料２

（第３回 介護保険に関する会議 Ｈ29.12.6 ）   



第７期介護保険事業計画等に基づく施設整備の方針（平成３０年度～３２年度）  

〇 市民ニーズや今後の高齢化の状況等を考慮すると、必要最小限の整備は必要。 

〇 H29年3月末時点で、定員数に対して約6％の空床がある。 

〇 整備量 ・・・ 90床  

〇 整備方法 ・・・ 新設と増床での整備。 

            また、整備に係る公募においては、新設と増床などを応募者の選択制とする。 

〇 待機者数は、H25年度末からH28年度末の3年間で1,331人減少しているが、市民ニーズや今後の 
高齢化の状況等を考慮すると、必要最小限の整備は必要。 

〇 整備量 ・・・ 174床  

〇 整備方法 ・・・ 新設と増床（既存施設の増床orサテライト型）での整備。 

また、整備に係る公募においては、広域型と地域密着型、新設と増床などを応募者の 

選択制とする。 

４ サービス毎の整備について 

（１） 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

（２） 認知症対応型共同生活介護 （認知症高齢者グループホーム） 

   （３） 介護老人保健施設    （４） 介護医療院 （H30年度新規創設）   （５） 介護療養型医療施設 

   （６） 特定施設入居者生活介護 （介護付有料老人ホーム、ケアハウス） 

（７） 養護老人ホーム、 軽費老人ホーム（ケアハウス） 

（８） 地域密着型サービス（認知症高齢者グループホーム除く） ※「地域密着型サービスの整備の方針」参照

２ 整備目標設定の対象となる施設等 

○ 「団塊の世代が後期高齢者となる2025年に向け、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常 

生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」を地域の実情に応じて深化・推進していく」 

という、国の「第７期介護保険事業計画の基本指針」の考え方を踏まえて策定する。 

○ 既存施設の整備状況、待機者の状況、今後の高齢化の推移、市民ニーズ等を踏まえながら、負担と 

給付のバランスにも留意し、さらには、在宅サービスや有料老人ホームなどの状況も加味することによ 

り、適切な整備量を設定する。 

○ これからの人口減少社会を見据え、介護施設の質の維持・向上や持続可能性を考慮したあり方を 

検討する。 

１ 整備目標設定の基本的な考え方 

（１） 既存施設の整備状況  

〇 本市のH29年度末の整備予定数     計11,158床 

・ 特別養護老人ホーム            5,461床      ・ 介護老人保健施設        2,970床 

・ 認知症高齢者グループホーム    2,280床      ・ 介護療養型医療施設        447床 

〇 他に、特定施設入居者生活介護 （介護付有料老人ホーム、ケアハウス）  3,082床を整備済み。 

（２） 待機者の状況 （特別養護老人ホーム） 

〇 計画策定年度に実施している「特別養護老人ホームの入所受入れ等に係る調査」の結果、 

・ 待機者数    H26年3月末3,551人 → H29年3月末2,220人    ※ 1,331人の大幅な減少

（３） 高齢化等の状況 

〇 本市の高齢者人口     H29年約29万人 → H32年には約30万人（ピーク） 

→ その後は、人口全体の減少に伴い緩やかに減少傾向 

後期高齢者人口は上昇を続け、H40年に17万２千人でピークとなる 

〇 本市の高齢化率       H29年3月末時点で29.6％ → 今後も上昇傾向 

〇 本市の要介護         H29年9月推計で47,573人 → H32年9月推計で50,800人

1～5認定者数        ※ 3,227人増加。 伸び率は、約1.068倍。

（４） 市民のニーズ  

〇 H28年度に実施した高齢者等実態調査によると、回答された方の約25％が、「介護が必要となった 

場合、特別養護老人ホーム等の施設へ入所したい」と回答している。 

（５） その他、考慮すべき状況  

〇 住宅型有料老人ホーム   H26年7月3,370床 → H29年7月4,188床   ※ 818床の増加 

〇 サービス付き高齢者向け住宅  H26年7月753戸 → H29年7月1,183戸    ※ 430戸の増加 

〇 居宅サービス事業所    H26年7月1,131事業所 → H29年7月1,195事業所   ※利用者から 

みると居宅サービスは充足してきている状況である。 

３ 整備目標設定に係る状況 

〇 H27からH29の平均入所率は約89％であり、第6期計画策定時（約92％）から減少している。 

〇 第5期計画において100床の増床を行い、比較的基盤整備が進んでいる状況である。  

（３） 介護老人保健施設  新たな整備は行わない 

〇 H26年度～H28年度の利用率は、養護老人ホームが93％前後、ケアハウスが96％前後であり、ともに 
利用率に大きな変動はない。 

（７） 養護老人ホーム、軽費老人ホーム（ケアハウス） ※介護保険外サービス 新たな整備は行わない 

〇 介護や日常生活の世話を提供する事業所であり、終の住家としての役割を果たしている。 

〇 第5期から第6期にかけて、990床分の新設や増床を行い、比較的基盤整備が進んでいる。 

（６） 特定施設入居者生活介護 （介護付有料老人ホーム、ケアハウス） 新たな整備は行わない 

（１） 特別養護老人ホーム （介護老人福祉施設） 

（２） 認知症対応型共同生活介護 （認知症高齢者グループホーム） 

〇 国の方針により、H24年度以降の新設は認められていないため、第7期計画での整備は行わない。

（５） 介護療養型医療施設  H 35年度末までに廃止 

〇 長期療養のための医療と日常生活の世話（介護）を一体的に提供する施設。 H30年4月から事業開始。 

〇 全国的に転換が進んでいない介護療養型医療施設等の転換先の１つであるが、新規参入も可能。 

〇 施設基準や報酬などの詳細が示されておらず、事業者の参入意向の把握が困難。 

（４） 介護医療院 計画による整備は行わず、転換分のみ計画外で随時整備 



地域密着型サービス（在宅サービス）の整備の方針（平成３０年度～３２年度）  

４ サービス毎の整備について 

○ Ｈ29年9月末時点で9事業所あるが、門司区にはなく、要介護認定者数が最も多い 

八幡西区は1事業所である。 

○ 第6期計画で4事業所が手上げにより開設している。 

○ 整備量 ・・・ 2事業所 

（１） 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

○ Ｈ29年3月末時点で、41事業所あるが、八幡東区、戸畑区になく、要介護認定者数を 

考慮すると小倉北区は少ない。 

○ 第6期計画で7事業所（内単独型 4事業所）が手上げにより開設している。 

○ 整備量 ・・・ 3事業所

（２）認知症対応型通所介護（認知症対応型デイサービス）
（１） 既存施設の整備状況 （H 29年度末の整備予定数） 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護   9事業所 

②認知症対応型通所介護             41事業所 （うち、開設予定4） 

③小規模多機能型居宅介護           51事業所 （うち、開設予定1）  

④看護小規模多機能型居宅介護      3事業所 （うち、開設予定2）  

○ ①～③のサービスについては、整備が進んでいるが、日常生活圏域による若干の偏在が 

みられる。看護小規模多機能型居宅介護は、市内に1ヶ所だけであり、整備が進んでいない。 

（２） 国の方針 

○ 重度の要介護者、単身又は夫婦のみの高齢者世帯及び認知症である者の増加などを踏まえ、 

高齢者の日常生活全般を毎日複数回の柔軟なサービス提供により支えることが可能な定期巡回・ 

随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護等の普及 

促進が必要である。 

（３）地域包括ケアシステムの推進  

○ 地域包括ケアシステムの実現に向け、地域に根ざした在宅生活を支える地域密着型サービスの 

役割は、重要である。 

（４） 市民のニーズ  

○ 平成28年度に実施した高齢者等実態調査によると、回答された方の約40％が、「介護が必要

となった場合、ずっと在宅で生活したい」と回答している。 

３ 整備目標設定に係る状況 

○ 今後増加が見込まれる認知症高齢者や中重度の要介護高齢者などが、住み慣れた地域での 

生活が継続できるように、平成18年4月の介護保険制度改正により創設された。日常生活圏域 

内にサービス提供の拠点を置き、地域での生活を24時間体制で支えるサービスである。 

【サービスの種類】 

（  （１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護            （２）認知症対応型通所介護 

（３）小規模多機能型居宅介護                     （４）看護小規模多機能型居宅介護 

（５）夜間対応型訪問介護                         （６）認知症対応型共同生活介護 

（７）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護   （８）地域密着型特定施設入居者生活介護  

（本市では整備を行っていない） 

１ 地域密着型サービスとは 

○ 第6期計画で、すべての日常生活圏域に設置されることとなったが、若松区、八幡東区、 

八幡西区は他の行政区より少ない。 

○ 第6期計画で6事業所が手上げにより開設している。 

○ 整備量 ・・・ 3事業所 

（３）小規模多機能型居宅介護 

○ Ｈ29年3月末時点で、市内に1ヶ所だけである（Ｈ30年4月に2事業所開設予定）。 

○ 手上げでの開設ができるが、看護師不足等により新規参入はない。 

○ 整備量 ・・・ 3事業所

（４）看護小規模多機能型居宅介護 

○ 高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう、24時間365日の在宅生活を支える 

サービスの充実を図る。 

○ 看護と介護サービスの一体的な提供により、不足している在宅の医療ニーズの高い 

要介護者を支援する仕組みの整備を進める。 

○ 高齢者人口の増加に伴い増加する認知症高齢者に対応するサービスを促進する。 

これらのサービスが提供できる定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅 

介護及び看護小規模多機能型居宅介護の整備ならびに認知症対応型通所介護の整備を行う。 

○ 整備方法 ： 新設での整備 

整備方針 

○ 地域密着型サービスのうち、下記の6つは北九州市高齢者支援計画で整備量（サービス見込み量） 

を定めている。そのうち、入所・入居系である認知症対応型共同生活介護（グループホーム）と 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（地域密着型特養）は「介護保険事業計画（介護 

保険法）」で整備量を定めている。 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護   （２）認知症対応型通所介護 

（３）小規模多機能型居宅介護           （４）看護小規模多機能型居宅介護 

（５）認知症対応型共同生活介護         （６）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

２ 整備目標設定の対象となる施設等 


